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１．対象事業実施区域の位置図について【準備書 P5 図 2.2.4-1(1)】 

全体地形図右上の実施区域の位置を示した図ですが、右側の青色の空間は海域を示している

と思いますが、左上にある同色の空間は海域ではなく隣接する甲賀市と相楽郡の一部と思われ

ます。海域と紛らわしく勘違いする可能性があります（私は間違えました）ので、グレーなど

の他の色にしてください。 

 

 ご指摘のとおり修正し、次ページに示しました。修正した図を評価書に記載します。 
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図 2.2.4-1 (1) 

対象事業実施区域（広域） 
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２．調整池等の説明について【準備書 P13】 

 

「(2)調整池等」（P13）において、図2.2.5-2（P14）を本文で引用した後で、調整池や流域

界の区分や番号（例えば、池-10や流域-1など）を使うようにして下さい。 

 

ご指摘のとおり、評価書においては、p13 の 1 行目に、7 行目以降の「調整池と水路の位置、・・・」

以降の記述を移動するとともに、p26 の雨水排水の流れについて記述を追加します。修正したペー

ジを次ページに示します（追加修正箇所は赤字アンダーライン）。 
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３．対象事業実施区域内の水の流れについて【準備書 P14-17】 

 

図2.2.5-2だけからは流域内の水の流れがわかり難いので、質問します。 

①大きな矢印が池から対象事業実施区域外に出ていますが（例えば池-1,-5,-6,-9）、これ

は池からの排水が暗渠等を通じて河川に直接注ぐと言うことですか？ 

② 流域内での大凡の水の流れが分かるように工夫できませんか？ 

 

①  対象事業実施区域外への矢印についてはご指摘のとおりです。池-1 からの排水は暗渠、池-9

からの排水は堰からのオーバーフローで対象事業実施区域外に流出し、そこからは開渠で周

辺の水田等からの排水が流入しながら三ケ野川に流入します。池-5 からの排水は暗渠、池-6

からの排水は堰からのオーバーフローで直接石亀川 2 号に流入します。 

 

②  水の流れのおおまかな方向について、図中に矢印を追加した図を次ページ以降に示します。

また、これらの図を評価書に記載します。 
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図 2.2.5-2(1) 調整池等の位置及び 

集水域区分図（全体図） 
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図 2.2.5-2(2) 調整池等の位置及び 

集水域区分図（拡大図その 1) 

 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2.5-2(3) 調整池等の位置及び 

集水域区分図（拡大図その 2) 
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図 2.2.5-2(4) 調整池等の位置及び 

集水域区分図（拡大図その 3) 
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４．工事中の土壌流出防止対策について【準備書 P18-19 要約書 P10】 

  

工事期間が2年にわたり、かつ降雨が多い期間に伐採や土地の造成工事が行われる可能性が

ある。当該地域は、多雨地域であることから、これらの工事期間と多雨期間への配慮が必要と

なる。アメダスのデータをみると、6月、8月、9月については、降雨の発生日数が各月の三分

の一から半分をしめる月がある。このように雨が連続した場合の工事は、微量な降雨であって

も、土壌の圧密が高くなり、降雨変化による濁水の発生や表面流の発生が懸念される。これら

の降雨状況を考慮しながら、シルトフェンスなどの対策に加えて、作業の実施方法などのその

ものの配慮した土壌浸食や濁水の発生を最小限に抑制する対策が必要になる。気候変動下に対

応する対策としての対応が望ましい。 

 

工事中の土壌流出防止対策については、防災計画図にお示しした以外にも、昨今の集中豪雨の

多発等に備え、工事中は状況に応じて現場で柔軟に対策を行います。例として挙げると、斜面に

土嚢を置いて流出経路を分散させたり、暗渠管に導水し、表面排水の負荷を低減する等の対策を

実施します。 
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５．対象事業実施区域内の雨水排水の流れについて【準備書 P26】 

  

調整池に関する記述や図面（p.13,14）からは理解できなかった対象事業実施区域内の雨水

排水の流れが、26頁目の「(8)工事中の排水に関する事項」に記述されています。図面や文章

の順序や記載内容を工夫することで、読者が理解しやすい文章あるいは構成として下さい。 

 

 Q2 の回答のとおり、p13 の 1 行目に、7 行目以降の「調整池と水路の位置、・・・」以降の記

述を移動するとともに、p26 の雨水排水の流れについて記述を追加しました。修正結果を評価書

に記載するとともに、評価書では読者が理解しやすくなるよう工夫します。 
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６．工事中の濁水流出抑制施設についてについて【準備書 P27-31】 

  

工事前の図面（図2.2.5-2）に比べて、工事中は素堀側溝やU型水路や沈砂・集水桝の設置を

計画されているようですが、何を目的にこのような設備をどこに設置するのかを記述すると理

解が進むと思います。また、必要に応じて「図2.2.7-1伐採計画図」や「図2.2.7-2切土・盛土

計画平面図」を引用することで、掲載図面や記述が有機的につながると思います。 

「(b)仮設濁水流出抑制施設」（p.31）において、「濁水対策工事を行う」と抽象的に記述

するだけで無く、それが素堀側溝やU型水路等と関係するならば、工事名や設備を具体的に記

述することにより図2.2.6-3と文章との関係も明確になるように思います。 

 

 造成工事により土砂が露出すると、雨が降った場合、濁水発生の懸念があるので、造成箇所の

下流に素掘り側溝・沈砂池等を設置し、意図的に濁水を集め、処理を行います。 

素堀側溝や U 型水路や沈砂・集水桝は、降雨による土砂の流出防止を目的として設置するもの

で、主に、表土が露出し、表面流水による地表面洗堀の可能性が高い造成箇所に設置します。 

工事中の濁水流排出抑制の内容をわかりやすくするため、図の引用等により、p31 の記載を下

記の通り修正し、評価書に記載します（修正箇所は、赤字アンダーライン部分）。 

 

 

(b) 仮設濁水流出抑制施設について 

対象事業実施区域内での工事において、伐採工事（図 2.2.7 1 参照）、造成工事（図 2.2.7 2

参照）、排水工事、杭架台工事等の工事にあたり、濁水が直接、三ヶ野川や石亀川 1 号、石亀川

2 号に極力流出しないように濁水対策工事を行う。 

基本的には、現在の排水機構に準じて既設の排水施設に表面水を流入させ、表面流水による地

表面洗掘を低減させる。さらに、図 2.2.6 3 に示すように、造成工事等に先行して沈砂桝を設置

するとともに、造成箇所の下流に素掘り側溝等を設置して発生する濁水を沈砂桝に流入させるこ

とで、濁水の流出を低減する。また、必要に応じて調整池等にシルトフェンス、バイオフィルター

等の設置を検討する。 

なお、これらの施設は発電所整備工事の期間（２年間前後）内での設置を想定するが、完成後

においても必要に応じて発電施設の機能及び運用上等支障にならないようであれば継続して存続

させることを検討する。 
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７．対象事業実施区域内の流出経路について【準備書 P28-30、P44 要約書 P34】 

  

排水方向において、池3および池13の排水方向が不明である。これらの池の集水面積は比較

的大きくなっている。とくに、池13については、南側ではなく、東側に流出するように地形図

でみれる。池3については、石亀川1号ではなく、石亀川2号に流れるようにみえる。詳細な地

形図、航空機レーザー計測結果などもふくめて、流れの方向や地形の検討が必要と思われる。 

準備書2−42で記載されている点と、流域の流出経路について、このとおりでいいのかより詳

細な情報が必要である。 

 

池 3 からの排水は、暗渠により流域 2 へ排出され、池 4 から池 5 を経て石亀川 1 号へ排水され

ます。池 13 からの排水は、暗渠を経て対象事業実施区域の南側へ排出されます。 

図 2.2.6-3 について、地形の状況も把握できるよう、計測データをもとに作成した赤色立体地

図を背景にして、各池からの排水方向を図中に記載した図を次ページ以降に示します。これらの

図を評価書に記載します。 
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図 2.2.6-3 (1) 排水計画図 

（工事中）（全体図） 

（赤色立体地図背景） 
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図 2.2.6-3(2) 排水計画図 

（工事中）（拡大図その 1） 

（赤色立体地図背景） 
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図 2.2.6-3(3) 排水計画図 

（工事中）（拡大図その 2） 

（赤色立体地図背景） 
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図 2.2.6-3(4) 排水計画図 

（工事中）（拡大図その 3） 

（赤色立体地図背景） 
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８．仮設濁水流出抑制施設について【準備書 P31】 

  

「必要に応じて調整池等にシルトフェンス、バイオフィルター等の設置を検討する」として

いるが、必要に応じての基準が曖昧である。どのような状況に対応して、このような設置を行

うのか示してほしい。 

また、シルトフェンスとバイオフィルターはその機能が異なる。この点もふまえて、どのよ

うな条件でシルトフェンスとバイオフィルターの設置を検討するのか明確にしてほしい。 

 

 水の濁りに関して、影響が大きいと判断する基準は、排水基準を定める省令（昭和四十六年総

理府令第三十五号別表第二）の許容限度（200mg/l）程度を目安に考えております。シルトフェン

スは調整池内に、バイオフィルターは調整池の流入・流出水路に設置するため、沈砂桝側に設置

か調整池側に設置かというところで対策が必要な箇所と排水設備の配置によって検討を致します。 
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９．伐採後の対策について【準備書 P32、P40 要約書 P24-25】 

  

49％の面積の森林伐採を行う計画であるが、樹木の根系などの処理はどのように実施するの

か？廃棄物して817トンが出ることが試算されている。根系の処理（抜根）などを行う場合は

大幅な土壌撹乱が発生する可能性がある。盛土切土などの土地改変が伴わなくとも、これらの

作業による土壌撹乱への対策と、その影響を最小限に抑制する対策が必要となる。また、それ

らのよる伐採箇所の裸地化、土壌浸透能の現象や、濁水の発生が懸念される。 

 

伐根した根については、できる限り再生利用するよう産業廃棄物業者に依頼しますが、再生利

用できない場合は適正に処理します。ご指摘のとおり、伐根時には地表の攪乱が発生するため、

土壌攪乱への対策として、伐採・伐根後に植生が速やかに戻るように整地や緑化を検討しており

ます。また、伐採箇所の裸地化による土壌浸透能の低下や濁水発生の影響を最小限にするよう、

ガリー侵食や濁水発生を抑制するため、散布時に固結層を形成するような緑化工法も選定予定で

す。伐根による濁水の発生をできる限り最小化するよう、これらの対策を伐根後早期に実施し、

懸念の払拭に努めてまいります。 
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１０．切土・盛土法面の緑化について【準備書 P33】 

  

切土、盛土法面については種子吹付等の緑化は行なわないようですが、表面侵食の防止措置

はとるのでしょうか、植生の早期侵入のための工夫は何かされるのでしょうか？ 

 

 切土・盛土法面につきましても、緑化を行います。準備書の記載に誤記がある為、評価書にて

修正をさせていただきます。ただし、切土法面が岩の場合は、植物が活着しないため、緑化は行

いません。
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１１．盛土計画について【準備書 P35-39 要約書 P21-22】 

  

大規模な盛土が行われる箇所がＦ、Ｈ，Ｅ地点に存在する。盛土の土量のみならず、盛土の

深さなどについて詳細な検討が必要である。とくに場所により10ｍ程度の盛土を計画している

箇所もあるものの、地下水の状態や土質についての検討事項が不十分である。より詳細な検討

が必要である。盛土Ｈ地点については、もっとも懸念される（後述） 

 

【非公開】本回答に含まれる設計図等は検討中のものであり、変更となる可能性が高く、現段階

での暫定版であるため、非公開とします。 
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※設計図等は検討中のものであり、変更となる可能性が高く、現段階での暫定版であるため、

非公開とします。 
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※設計図等は検討中のものであり、変更となる可能性が高く、現段階での暫定版であるため、

非公開とします。 
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１２．盛土計画（谷埋め盛土）について【準備書 P38】 

  

（前述のコメントと関連して。） 

盛土Ｈについては、谷埋め盛土となる。谷幅が狭いことなどから、通常に流水がなくとも、

降雨時には表流水が発生するような谷となる。このような箇所では、盛土をした場合、現在の

地形と盛土境界面に地下水が形成されやすい。盛土表面の排水処理を行っても、周辺からこの

谷への地下水流動系が存在することが予想され、盛土が不安化しやすい懸念がある。とくに、

盛土量は20293ｍ3である。この盛土の直下流部には池11があり、隣接して池12がある。これら

の調整池の容量は、池11が3480m3、池12は3215ｍ3であることから、盛土の約30％の土砂が下

流へ流動化（土砂流化）した場合、それぞれの池は完全に埋まることが試算され、さらに下流

への被害が発生する可能性もある。当該地域が多雨地域であることなども考慮すると、このよ

うに谷埋め盛土については、避けるべきである。すなわち、このような場所での盛土実施せず

に、原地形を残すなどの計画の見直しも含めた、検討が必要である。 

 

ご指摘の通り、H は狭小な谷であり表流水のみならず、盛土境界面への浸透水の懸念がある且

つ、万が一土砂が池に流れ込んだ際、下流の池は完全に埋まる試算となります。 

そのため、万が一にもそのような事態にならないよう、より安全な設計に努めればと考えており

ます。 

上記に加え多雨地域についてのご指摘ですが、道路工 盛土工指針において、雨水・浸透水の影響

を受ける盛土についての記述があり、「解図 4-3-3 降雨や浸透水の作用を受けやすい盛土断面の

排水対策例」に基づき、設計を検討致します。つきましては、土砂流化防止の為の段切りの実施、

排水層の設置などを設置し、安全な設計に努めます。評価書においては、以上の検討結果を反映

いたします。 
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１３．廃棄物（伐採木）について【準備書 P40】 

  

枝条・根の817トンと算出した根拠を示してほしい。また、枝と根では利用対象が異なるこ

とが予想される。もしくは同一業者を想定しているのか？有効利用量817トンとしていること

からこの点も、有効に利用される試算根拠を示してほしい。 

 

817 トンの算出根拠は、表 12.1.9 1（1）の「伐採木」に示すとおりです。下表に示します。

下表の⑦+⑧の数量が枝条・根の数量となります。 

ご指摘のとおり、枝と根は利用対象が異なると想定されますが、同一業者か異なる業者かは両

方の可能性を検討しております。幹材や枝条・根に関しては有価物として引き取れないか木材業

者とコンタクトを行う予定です。現在は有効利用量として算出しておりますが、引き取られない

ものについては最終処分量として換算することとなります。 

 

表 工事の実施に伴い発生する廃棄物の発生量の計算方法（伐採木等） 

項目 数量等 

伐採面積（ha） ① 20.00  

伐採 1ha あたりの発生量（地上部）注 1（t/ha） ② 99  

発生量（地上部）（t） ③＝①×② 1,980.00  

地上部の比率（幹材に対する地上部の比率）注 2 ④ 1.26  

地下部の比率（幹材に対する根の比率）注 2 ⑤ 0.26  

発生量（幹材）（t） ⑥＝③／④ 1,571.43  

発生量（枝条）（t） ⑦＝③－⑥ 408.57  

発生量（根）（t） ⑧＝⑤×⑥ 408.57 

注 1）伐採 1ha あたりの発生量（地上部）は、改変区域の植生を踏まえ、「環境影響評価マニュアル－地球温暖化編－」 

（平成 15 年 9 月、神戸市環境局）に示されたナラ類（樹高 11m～20m、樹冠粗密度 75％以上）の値を用いた。 

注 2）地上部の比率及び地下部の比率は、改変区域の植生を踏まえ、「森林による二酸化炭素吸収量の算出方法について」

（令和 3 年 12 月、林野庁長官通知）に示されたナラの値を用いた。 
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１４．フェンスについて【準備書 P44】 

  

哺乳類の行動等にも影響しますので（例えばP.793）、フェンスの概要について記述するこ

とを御検討下さい。 

 

P44 (2)供用計画に以下の文章を追記し、評価書に記載します。 

 

「また、対象事業実施区域の境界には、侵入防止柵として、高さ 1.5ｍ～1.8ｍ程度、網目の大

きさ 100mm 程度の金網メッシュのフェンスを設置する予定である。」 
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１５．系統連携接続地点の誤記について【準備書 P53】 

  

系統連系接続は、“中部電力株式会社”の接続地点ではなく、“中部電力パワーグリッド株

式会社”の接続地点ではないでしょうか。 

 

ご指摘のとおり誤りでしたので、評価書において「中部電力パワーグリッド株式会社」に修正

します。 
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１７．最高気温の誤記について【準備書 P58】 

  

表 3.1.1-2に最高気温の平均と最低気温の平均がありますが、それぞれ日最高気温の平均及

び日最低気温の平均ではないでしょうか。単に最高・最高気温の平均というと、月最低・最高

気温ということもありえます。 

 

出典を確認したところ、ご指摘のとおりでした。評価書において、日最高気温の平均及び日最

低気温の平均に修正します。修正した表を下記に示します（修正箇所は赤字アンダーライン部分）。 
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１８．大気測定局の測定項目について【準備書 P60】 

  

表 3.1.1-4でオキシダントは光化学オキシダント、窒素化合物は窒素酸化物（ただしNO（一

酸化窒素）も測定している場合。二酸化窒素のみの場合は二酸化窒素としたほうがよいと思い

ます。）と記載をしてください。 

 

 出典を確認し、修正した表を下記に示します（修正箇所は、赤字アンダーライン部分）。修正

結果は評価書に記載します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

 

１９．パワーコンディショナーからの最寄住居について【準備書 P145】 

  

周辺の住宅でパワーコンディショナーに一番近い住宅はどこにあるか、またその距離を示し

てください。 

 

【一部非公開】 

 パワーコンディショナーに一番近い住居は、直線距離で約 94m になります。住居の位置は、次

ページに示します。（個人情報を含むため、位置図は非公開とします） 
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※個人情報を含むため、位置図は非公開とします。 
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２０．大気質の調査地点の設定根拠について【準備書 P350】 

  

表 10.2.1-3のP02地点について設定根拠を「対象事業実施区域近傍の気象の代表地点とし

た。」としていますが「気象の代表地点とした」根拠をここには書かないといけないのではな

いでしょうか。 

 

 ご指摘のとおり、評価書において、表 10.2.1-3 の P02 地点の記載を「地形及び土地利用等を考

慮して、対象事業実施区域近傍の気象を代表する地点とした。」に修正します。修正結果を下表

に示します（修正箇所は赤字アンダーライン）。 
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２１．土壌の現地調査の実施日について【準備書 P363】 

  

「５ 調査期間等 (3)土壌の状況」において、現地調査の実施日を記載して下さい。 

 

 ご指摘のとおり p363 の記述は誤りでしたので、以下のとおりに修正し、評価書に記載します。 

 

「調査期間中に 1 回実施した。2023 年 2 月 1 日」 
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２２．魚類調査の調査方法について【準備書 P379,P391】 

  

魚類調査の方法について、捕獲調査と環境DNA調査を併用されています。P.391の調査地点図

を見ますと、両方の調査を併用されたのは、1箇所を除き事業実施区域の周辺の調査地点であっ

たようです。これはどのような意図でそうされたのでしょうか？ 

 

当初、捕獲調査を実施しない池で春に環境 DNA 調査を実施しましたが、専門家ヒアリングにお

いて「魚類の DNA が分解されにくい寒い時期にも実施した方がよい」「周辺の河川はホトケドジョ

ウが生息していそうな環境である」という助言を受けたため冬季に調査を追加しました。 
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２３．大気質の調査地点について【準備書 P424】 

  

P01, P02地点について観測状況の写真があれば見せてください。 

 

P01、P02 の写真を下記に示します。 

【P-1】 

 

【P-2】 
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２４．工事用資材の搬出入に伴う粉じんの環境保全措置について【準備書 P439,P447】 

  

444ページにタイヤ洗浄を行うと記載されているので、環境保全措置のところにもタイヤ洗

浄を行うことを明記しておいたほうがよいのではないでしょうか。 

 

ご指摘のとおりですので、p439 に示した４点目の環境保全措置を以下のとおり修正し（修正箇

所は赤字アンダーライン部分）、評価書に記載します。 

 

「工事関係車両のタイヤに付着した土砂の払落しや清掃等を徹底するとともに、出入り口には

タイヤ洗浄施設を設けることで、粉じん等の飛散を抑制する。」 
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２５．降下ばいじんの予測計算式について【準備書 P450,P451】 

  

Rmは風向別・メッシュ別降下ばいじん量ではないでしょうか。同じRmに対し、450ぺージと

451ページで異なる説明がされています。 

 

Rm の説明として、「風向別降下ばいじん量」を「風向別・メッシュ別降下ばいじん量」に修正

し、評価書に記載します。 
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２６．建設機械の稼働に伴う降下ばいじんの環境保全措置について【準備書 P454】 

  

建設機械の稼働による降下ばいじんの寄与値がバックグラウンドに比べかなり高い値に

なっています。特に寄与値が3t/km2/月を超えると感知される可能性がありますので、環境保

全措置の徹底をはかるようにお願いします。 

 

建設機械の稼働による降下ばいじんの影響を低減するため、施工にあたっては環境保全措置の

徹底を図ります。なお予測は、安全側の想定として、改変区域の全域が裸地となった場合で行っ

ていますが、実際は現状のゴルフ場のコース内の芝生はできるだけ維持したまま太陽光パネルを

設置するため、全域が同時に裸地になることはなく、予測結果を下回ると考えております。 
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２７．水質調査地点位置図について【準備書 P509】 

  

図の凡例に「→ 主な計画排水口」とあることから、この矢印が流域からの主な排水場所で

あることが初めて分かり、調査地点に選定した理由が納得できました。前出の「図10.2.1-3水

質調査および予測地点位置図」（p.366）には6つに分けた流域が明示されていませんでした。

また、調査地点の設定根拠（表10.2.1-12）にも流域区分と調査点の関係が言及されていませ

んでした。調整池に関する図2.2.5-2でも指摘したように、域内および域外への水の流れを早

い段階で明示することによって、計画排水口あるいは大きな矢印の意味が分かりやすくなると

思います。表現の仕方や記述する順番などを工夫し、読者にとって分かりやすい図書となるよ

うにして下さい。 

なお、図12.1.2-4（p.520）の図は判読し難い図面になっています。分かりやすい図面にし

て下さい。 

 

図 10.2.1-3 については、流域境界及び流域名称を追加して、わかりやすく修正しました。 

図 12.1.2-4 については、現在網掛けで表現している流域境界を、線のみで表示するようにし、

わかりやすく修正しました。 

修正した図を次ページ以降に示します。これらの修正結果を評価書に記載します。 
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図 10.2.1-3 水質調査及び 

予測地点位置図 
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図 12.1.2-4 

水質予測地点等位置図(工事中) 
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２８－１．水質の調査及び予測結果について【準備書 P512,P538,P549】 

  

①流域５の集水域は広く、しかも排水口SS濃度が、降雨時調査、工事中予測、供用後予測のい

ずれにおいても比較的高くなっているように思います。これについて考察して下さい。 

 

②流域５には工事中に仮設沈砂池I,J,Kがありましたが、供用後はこれらが撤去されたために

沈砂桝等集水区域外の集水域が約5.8万m2になっているようです。これら仮設沈砂池を設置

する理由、予測結果から見た仮設沈砂池の効果、および供用後にこれらを撤去する妥当性に

ついて考察して下さい。 

 

③流域－５における沈砂桝Kはどこにあるのでしょうか？ 「図12.1.2-4水質予測地点等位置

図（工事中）」（p.520）では見つけられませんでした。 

 

①降雨時調査結果：流域 1～4 は現状でも既存池を経由して排水されていますが、流域 5 につい

ては既存池の流域に含まれず、直接流出している領域が含まれることが、降雨時調査の SS

濃度が他の調査地点と比べて高くなった一因と考えられます。 

工事中予測、供用後予測：工事中及び供用時においても、現状（降雨時調査時）と同様に、

既存池の流域に含まれない領域が存在するため、流域 5 及び流域 6 の排水口 SS 濃度がほか

の流域と比較すると高くなるという結果となりました。 

 

②工事中の仮設沈砂池は、工事中の濁水流出抑制を目的として設置します。なお供用後は、発

電事業に影響がない箇所については継続運用する予定ですが、残置する仮設沈砂池の特定が

現時点では困難であることから、安全側の観点から供用後はすべて撤去するという条件で計

算を行っています。 

仮設沈砂池を設置しない場合（降雨強度 3mm/h）、流域 5 では約 430mg/L(設置した場合は

95mg/L)、流域 6 では約 1,470mg/L(設置した場合は 129mg/L)となり、流域 5 及び 6 について

は仮設沈砂池による濁水抑制効果が高いと考えられます。 

 

③沈砂桝 K は沈砂桝 J の近傍に位置します。図 12.1.2-4 の位置図から注記が漏れていましたの

で、追加しました。修正結果は、Q27 回答に示すとおりです。 
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２８－２．水質の調査及び予測結果について【準備書 P512,P538,P549】 

 

２８―１．②の回答として、『安全側の観点から供用後は（仮設沈砂池を）すべて撤去する

と言う条件で計算を行う』とありますが、濁水流出抑制の観点からはこれは危険側の条件では

無いでしょうか？  

 

貴社が評価されているように、『流域５及び６については、仮設沈砂池による濁水抑制効果

は高い』と考えられます。仮設沈砂池の撤去については、予測結果および工事中の濁水モニタ

リング結果を踏まえて慎重に判断して下さい。 

 

 

ご指摘の『安全側の観点から供用後は（仮設沈砂池を）すべて撤去すると言う条件で計算を行

う』の記載については、供用後の計算は、仮設沈砂池をすべて撤去した前提で机上の SS 濃度計

算上は多めに見積もっている（安全側）という意味で回答いたしましたが、ご指摘を踏まえ、２

８－１．②の回答を以下のとおり訂正いたします。また、ご意見のとおり、仮設沈砂池の撤去に

ついては予測結果および工事中の濁水モニタリング結果を踏まえて慎重に判断いたします。 

 

＜２８－１②の訂正＞ 

「②工事中の仮設沈砂池は、工事中の濁水流出抑制を目的として設置します。なお供用後は、

発電事業に影響がない箇所については継続運用する予定ですが、残置する仮設沈砂池の特定

が現時点では困難であることから、供用後はすべて撤去するという厳しい条件で計算を行っ

ています。 

仮設沈砂池を設置しない場合（降雨強度 3mm/h）、流域 5 では約 430mg/L(設置した場合は

95mg/L)、流域 6 では約 1,470mg/L(設置した場合は 129mg/L)となり、流域 5 及び 6 について

は仮設沈砂池による濁水抑制効果が高いと考えられます。」 
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２９．工事中の水の濁りに係る環境保全措置について【準備書 P518,P539】 

  

「影響が大きい場合には、改変区域内への仮設沈砂桝の設置や調整池などの浚渫等の対策を

検討する。」との記載がありますが、「影響が大きい場合」とする判断基準を教えてください。 

 

Q8 の回答に示したとおり、水の濁りに関して、影響が大きいと判断する基準は、排水基準を定

める省令（昭和四十六年総理府令第三十五号別表第二）の許容限度（200mg/L）程度を目安に考

えております。具体的な確認方法については、濁度計を用いた確認を想定しており、評価書に記

載する予定です。 



47 

 

 

３０－１．調整池等の集水域面積について【準備書 P525】 

  

表12.1.2-10の集水域面積の定義について確認させて下さい。例えば流域1の場合、池１の集

水域（約16.7ha）には上流にある池2の集水域（約4.9ha）は含まれていない、との理解でよい

でしょうか？即ち、池１と池２の集水域の和が流域１全体の面積になる、との解釈です。 

同様に沈砂桝についても、上流の沈砂桝の集水域は下流にある池の集水域の面積に含まれて

いないとの解釈です。 

 

 集水域面積の定義及び沈砂桝の集水域面積について、ご理解のとおりです。各流域の集水域が

わかりにくかったため、Q27 回答に示したとおり、水質予測地点等位置図に集水域等の区分線を

入れた図を評価書に記載します。 
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３０－２．調整池等の集水域面積について【準備書 P525】 

 

濁水が複数の調整池を経由する本対象事業実施区域の場合、集水域の定義（範囲）は重要で

すので、図書に明示するようにして下さい。それが明示してあれば、「e)濁水流入量（p.534）」

の記述も分かりやすくなるのでは無いでしょうか。一例を以下に示します。 

 

『 e)濁水流入量 

調整池 i の集水域で発生し、調整池 i へ流入する濁水流入量 は、以下に示す合理式を用いて算出

した。 

 

［記号］ 

 ：調整池 i の集水域で発生し、調整池 i へ流入する濁水流入量（m3/h） 

  ：集水域の流出係数 

  ：集水域の降雨強度（mm/h） 

 ：調整池 i の集水域面積（m2） 

 

 なお、‥‥‥流入する。従って、調整池 i からの排水が調整池 j に流入するとした場合、調整池 j

への全濁水流入量 は、調整池 i の集水域から発生した濁水流入量 と調整池 j の集水域から発生

する濁水流入量 の和として評価される。 

 

［記号］ 

 ：調整池 j へ流入する全濁水流入量（m3/h） 

 ：調整池 i の集水域で発生し、調整池 i を経由して調整池 j へ流入する濁水流入量（m3/h） 

 ：調整池 j の集水域で発生し、調整池 j へ流入する濁水流入量（m3/h） 

』 

上記の定義を使えば、滞留時間についても以下のように記述できます。 

 

『f)各調整池等の滞留時間 

 調整池 j の滞留時間は、‥‥算出した。 

 

 

［記号］ 

  ：調整池 j の滞留時間（h） 

  ：調整池ｊの全濁水流入量（m3/h） 

  ：調整池 j の調整池容量（m3） 

』 

 

記述例を示していただき有難うございます。ご助言いただいたように、計算過程の記述を追加

します。修正したページを次ページ以降に示します（修正箇所は点線枠内赤字アンダーライン部

分）。 
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３１．沈砂桝の形状・容量・寸法等について【準備書 P533,P534】 

  

沈砂桝や仮設沈砂桝の形状、容量・寸法などを教えてください。 

 

 【非公開】 

例にはなりますが、別添１をご参照ください。（別添１は検討中のものであり、変更となる可

能性が高く、現段階での暫定版であるため、非公開といたします） 
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３２－１．浮遊物質量の予測方法について【準備書 P538】 

  

濁水流入量の予測結果についてはトレースできるのですが、浮遊物資量の予測方法について

はよく分からない点があります。特に、非改変区域からの濁水（300mg/L）が流入した場合や、

調整池や沈砂桝が連続する場合の濁りの評価方法が図書からは十分に読み取れませんでした。

これらについてもう少し詳しく説明して下さい。簡単なケース（例えば、流域３や流域６など）

を例に具体的に示してもらえると分かりやすいかと思います。 

 

非改変区域からの流入がある例として流域 3、複数の調整池等を経由する例として流域 4 の詳

細計算結果を次ページ以降に示します。 
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濁⽔予測計算の例として、⼯事中の流域 3 及び流域 4 の計算過程について詳述します。 
 
【流域 3（⾮改変区域からの流⼊がある場合）】 
1.降⾬強度 3mm/h の場合の濁⽔流⼊量 
流域 3 集⽔域⾯積(m2) 流出係数 濁⽔流⼊量(m3/h) 
改変区域 34,207 0.90 92.4 
⾮改変区域 14,500 0.70 30.5 
合計 48,707 - 122.8 
 
・改変区域：1/1,000×34,207m2×0.90×3mm/h＝92.4m3/h 
・⾮改変区域：1/1,000×14,500m2×0.70×3mm/h＝30.5m3/h 
・合計濁⽔流⼊量：92.4＋30.5＝122.8m3/h 
・調整池容量（池-6）：6,515m3 
・調整池等滞留時間：6,515／122.8＝53.0h 
 
2.浮遊物質量の計算 
・濁⽔初期濃度 改変区域：2,000mg/L、⾮改変区域：300mg/L とする。 
・改変区域からの濁⽔と、⾮改変区域からの濁⽔が完全混合すると考える。 
 混合後の濁⽔中の浮遊物質量： 
 【（改変区域）92.4m3/h×2,000mg/L＋（⾮改変区域）30.5m3/h×300mg/L】／（92.4＋30.5） 
＝（184,800＋9,150）/122.8 
＝1,578mg/L 
 
3.⼟壌沈降 
・2 で算出した 1,578mg/L を初期濃度として池-6 での沈降を計算する。 
 1,578×0.1558×53.0＾(-0.395)＝51mg/L 
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・ ⾮改変区域からの濁⽔流⼊量：1/1,000×235m2×0.70×3mm/h＝0.5m3/h 
・ 合計濁⽔流⼊量：22.5＋0.5＝23.0m3/h (a) 
・ 調整池容量（池-8）：190m3 
・ 調整池等滞留時間：190／23.0＝8.3h (b) 

（沈砂桝 B） 

・ 改変区域からの濁⽔流⼊量：1/1,000×2,078m2×0.90×3mm/h＝5.6m3/h (a) 
・ 調整池容量（沈砂桝 B）：25m3 
・ 調整池等滞留時間：25／5.6＝4.5h (b) 

（沈砂桝 C） 

・ 改変区域からの濁⽔流⼊量：1/1,000×4,554m2×0.90×3mm/h＝12.3m3/h (a) 
・ 調整池容量（沈砂桝 C）：25m3 
・ 調整池等滞留時間：25／12.3＝2.0h (b) 

 

（池-9） 

池-9 のみの集水域から流出した濁水に関する計算 

・ 改変区域：1/1,000×111,050m2×0.90×3mm/h＝299.8m3/h 
・ ⾮改変区域：1/1,000×11,202m2×0.70×3mm/h＝23.5m3/h 
・ 合計濁⽔流⼊量：299.8＋23.5＝323.4m3/h 

池-9 における滞留時間は、池-9 に流入する全ての調整池等（池-7、池-8、沈砂桝 B、沈砂桝 C）

からの濁水流入量(a)と、池-9 のみの集水域からの濁水流入量の合計とする。 

・ 池-9 における合計濁⽔流⼊量：97.3+23.0+5.6+12.3+323.4=461.6 m3/h 
・ 調整池容量（池-9）：2,644m3 
・ 調整池等滞留時間：2,644／461.6＝5.7h (c) 

 

2.池-9 の出口における浮遊物質量の計算 

・ 濁⽔初期濃度 改変区域：2,000mg/L、⾮改変区域：300mg/L とする。 
・ 改変区域からの濁⽔と、⾮改変区域からの濁⽔が完全混合すると考える。 
・ 池-9 以外の調整池等から流⼊した濁⽔が池-9 から流出するときの濃度は、当該調整池等に

おける滞留時間(b)と池-9 における滞留時間(c)の合計時間から計算する。 
・ ⼟壌沈降特性は、a=0.1161、b=-0.443 とする。 

 

（池-7） 

・ 濁⽔初期濃度：2,000mg/L 
・ 滞留時間：2.2+5.7＝7.9h 
・ 池-7 及び池-9 で沈降後の濁⽔濃度： 

2,000×0.1161×7.9＾(-0.443)＝93mg/L 
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（池-8） 

・ 濁⽔初期濃度： 
 【（改変区域）22.5m3/h×2,000mg/L＋（非改変区域）0.5m3/h×300mg/L】／（22.5＋0.5） 

＝（45,000＋150）/23.0 ＝1,963mg/L 

・ 滞留時間：8.3+5.7＝14.0h 
・ 池-8 及び池-9 で沈降後の濁⽔濃度： 

1,963×0.1161×14.0＾(-0.443)＝71mg/L 
（沈砂桝 B） 

・ 濁⽔初期濃度：2,000mg/L 
・ 滞留時間：4.5+5.7＝10.2h 
・ 沈砂桝 B 及び池-9 で沈降後の濁⽔濃度： 

2,000×0.1161×10.2＾(-0.443)＝83mg/L 
 

（沈砂桝 C） 

・ 濁⽔初期濃度：2,000mg/L 
・ 滞留時間：2.0+5.7＝7.7h 
・ 沈砂桝 B 及び池-9 で沈降後の濁⽔濃度： 

2,000×0.1161×7.7＾(-0.443)＝94mg/L 
 

（池-9） 

・ 濁⽔初期濃度： 
 【（改変区域）299.8m3/h×2,000mg/L＋（非改変区域）23.5m3/h×300mg/L】／（299.8＋23.5） 

＝（599,600＋7,050）/322.8 ＝1,879mg/L 

・ 滞留時間：5.7h 
・ 池-9 で沈降後の濁⽔濃度： 

1,879×0.1161×5.7＾(-0.443)＝101mg/L 
 

3.池-9 出口での濁水濃度 

・2 で算出した各調整池等からの濁水が、完全混合すると考える。 

 混合後の濁水中の浮遊物質量： 

 【（池-7）97.3m3/h×93mg/L＋（池-8）23.0m3/h×71mg/L＋（池-9）323.4m3/h×101mg/L 

＋（沈砂桝 B）5.6m3/h×83mg/L＋（沈砂桝 C）12.3m3/h×94mg/L】／（97.3＋23.0+323.4+5.6+12.3） 

＝（9048.9+1633.0+32663.4+464.8+1156.2）/461.6 

＝97mg/L 
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３２－２．浮遊物質量の予測方法について【準備書 P538】 

 

流域 4 についての詳細な計算結果を例示して頂き、ありがとうございます。計算結果につい

て確認できました。ただし、質問 No.30 の 2Q に記したように、集水域の定義や と の違い

を明確にしないと、用いた評価方法が読者に正しく伝わらないように思います。これらの定義

を意識して浮遊物資量に関する記述を考えてみました。以下の文を参考にしつつ、分かりやす

い記述を工夫してみて下さい。 

 

『g）浮遊物質量 

 

［記号］ 

  ：調整池 i の集水域で発生した濁水（ ）が、調整池 i を含む複数の調整池（排水経路 I）

を経由して河川に到達した時の流末における浮遊物質量（mg/L） 

 ：調整池 i の集水域で発生した濁水（ ）の初期濃度（mg/L） 

  ：調整池 i の集水域で発生した濁水（ ）が調整池に流入した時の滞留時間（ｈ）。複数

の調整池を経由して河川等に排水される場合は、 は排水経路 I にある全ての調整池の滞

留時間の合計（ ）とする。 

 ：沈降特性係数 

』 

 

その他、 

完全混合式に関する記述は、①調整池 i の集水域（改変地域および非改変地域）で発生する初期

浮遊物質量 、②排水経路 I と J 等の流末における浮遊物質量 C、の 2 つに分けて記述した方が分

かりやすいように思います。ご検討下さい。 

 

記述例を示していただき、有難うございます。ご助言いただいたように、計算過程の記述を追

加します。修正したページを次ページ以降に示します（修正箇所は点線枠内赤字アンダーライン

部分）。 
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３３．土砂流出防止対策について【準備書 P539】 

  

「必要に応じて、調整池等にシルトフェンス、バイオフィルター等を設置」とありますが、

近傍河川の下流に上水の取水地点があることなどから、対策の目安（例えば予想降水量）を具

体的に示した方が良いのではないでしょうか。また、応急的、一時的な土砂流出防止対策とし

て物理的な懸濁物質の捕捉やシートでの裸地の被覆などは有効と考えますが、比較的小規模な

水域でのシルトフェンスの利用はどのような効果を期待するものでしょうか。 

 

対策を検討する際の目安としては、10mm/h 程度以上の降雨を目安とし、その程度の集中豪雨等

があった場合、作業者の安全を確保の上で、設置した沈砂桝等の現状の濁水対策で問題がないか

を目視で状況を確認後、不十分な場合にはシルトフェンス等必要な措置を追加していくことを検

討しています。 

なお、シルトフェンスについては開放水域に設置するのではなく、既存池や仮設沈砂桝の上流

部（流入部付近）に設置し、流入する濁水中のシルト分を強制的に沈降させ、濁水濃度を低下さ

せることを目的としています。 
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３４．工事中の水の濁りの環境保全措置について【準備書 P539】 

  

造成等の施工に伴う水の濁りの環境保全措置として、「工事期間中の平水時及び降雨時に調

整池等排水口で浮遊物質量の確認を行い、影響が大きい場合には、…」とあります。工事中の

モニタリングや環境監視は是非行って頂きたいと思いますが、具体的な確認方法や影響が大き

いと判断する基準について教えて下さい。 

 

Q8 の回答に示したとおり、水の濁りに関して、影響が大きいと判断する基準は、排水基準を定

める省令（昭和四十六年総理府令第三十五号別表第二）の許容限度（200mg/L）程度を目安に考

えております。具体的な確認方法としては、濁度計を用いた確認を想定しており、評価書に記載

する予定です。 
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３５．魚類調査結果について【準備書 P661-669】 

  

魚類調査の結果について、捕獲調査と環境DNA調査の結果が単に並列に示されてだけのよう

に見えます。調査時期が同日ではないので、両者の単純比較は難しい点もあるのかもしれませ

んが、環境DNAのみで検出された種、両者で確認された種などを比較したまとめが欲しいとこ

ろです。 

 

環境 DNA のみで確認された種はスナヤツメ南方種、ヤリタナゴ、ヌマムツ、ムギツク、ネコギ

ギの 5 種です。ヌマムツを除く 4 種の確認地点は FT01 雲出川（広い河川）です。ヌマムツは FT01、

FT03、FT04 で確認されました。捕獲調査のみで確認された種はニシシマドジョウ（FT01 と FT04）、

ナマズ属（FT02）、タウナギ（FT04）の底生魚類 3 種です。環境 DNA 調査の実施状況は地点や季

節も異なりますので、ご指摘の通り一概に比較できません。そのため、P664 魚類現地確認種一覧

に環境ＤＮＡのみ、捕獲調査のみで確認した種を追記し、まとめのコメントも追記します。次ペー

ジに修正したページを示します（追記修正箇所は、赤字アンダーライン部分）。また、修正結果

を評価書に記載します。 
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３６．ユビナガコウモリの環境監視計画について【準備書 P725】 

  

ユビナガコウモリに対して工事の影響を把握するため、環境監視が計画されているようです

が、一時的な影響が生じる可能性もあるため、工事中だけでなく、工事後安定した時期にも再

度確認した方が良いのではないでしょうか？ 

 

ご指摘を踏まえ、環境監視として工事中に越冬状況を確認するとともに、工事後安定した時期

にもユビナガコウモリの越冬状況を把握することを評価書に示します。修正したページを次ペー

ジ以降に示します（修正箇所は、赤字アンダーライン部分）。 
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３７．生態系上位種（サシバ）の予測結果について【準備書 P746】 

  

サシバCペアは対象事業実施区域に近接した地域で繁殖しています。直接改変の影響は及ば

ないとしても、工事中の車両の出入りなどが繁殖に影響を及ぼす影響がありますが、工事中の

配慮については低騒音型の機械の使用しか記述がありません。繁殖期の車両通行時の配慮は行

なわないのでしょうか？ 

 

工事車両の走行ルートは、営巣中心域や高利用域及びそれらの行動圏に隣接する場所に該当し

ないため影響は軽微と考えられます。しかしながら、ご指摘の点も考慮し、サシバの繁殖期には

工事関係車両の台数の平準化に努め、建設工事の最盛期の台数をできる限り低減することで、車

両の通行による影響を低減させることを検討します。 
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３８．誤記について【準備書 P795】 

  

（1）③近縁→近年？ 

 

ご指摘のとおり、評価書において、表 12.1.4-24(3)専門家等への意見聴取の内容（調査結果、

環境保全措置及び予測にかかわるもの）（1）③に記載した「近縁」を「近年」に修正します。 
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３９．植物群落の名称について【準備書 P802,P805-810 資44-49】 

  

植生図凡例の名称と群落組成表(1)-(5)の群落の名称、および805-810頁の植物群落の概要の

草本群落の区分と名称とも一致しないものが見られるので、精査して3者の名称を統一してく

ださい。例えば、HM86は路傍・空地雑草群落かゴルフ場・芝地なのか不明確、など。 

 

組成表の表題と区分表に注釈をつけ、表 12.1.5-7 植物群落の概要に、対応する組成表の群落名

を追記して整理しました。調査地点 HM86 は「路傍・空地雑草群落」の調査地点です。 

なお、調査地点 HY157 は路傍・空地雑草群落ではなく放棄水田雑草群落の調査地点のため、P800 

表 12.5-4(4）及び P810 表 12.1.5-7(6)の記載をあわせて修正しました。また、植生図凡例の「h.

植園地・植栽等」の名称を「樹園地・植栽等」に変更しました。修正した結果を次ページ以降に

示します（修正箇所は、赤字・アンダーライン部分）。これらの修正結果を評価書に記載します。 
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４０．植物群落の面積集計について【準備書 P835-836】 

  

「植生自然度８（自然林に近い二次林）の改変面積は0.21ha で、改変区域全体の0.25％で

ある」とありますが、表12.1.5-14には、アラカシ群落0.16ha + タブノキ群落0.06ha→合計

0.22ha、％ではそれぞれ0.18 + 0.06 → 0.24％となり、わずかですが数値が違います。842頁

の自然度別の改変面積も同様となっています。 

 

表 12.1.5-14 下の注釈に示しているとおり、表記の数値は小数第３位を四捨五入しているため、

小計の数値も合わない場合があります。植生自然度８（自然林に近い二次林）の面積を小数第３

位まで記載すると、アラカシ群落 0.158ha（0.184%）、タブノキ群落 0.056ha（0.065%)、小計 0.214ha

（0.249%）です。P842 の表 12.1.5-15 も同様です。 
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４１．植物の重要種のうちコブシ、シラン、キキョウの扱いについて【準備書 P848】 

  

コブシ、シラン、キキョウの3種が逸出であると推測した理由については、現地での傍証を

記載すべきではないでしょうか？ 

 

コブシはゴルフコースの境界などに多く植栽されていること、確認された個体はゴルフコース

との林縁のみであることから、逸出と判断しました。 

シランは、一部の個体がコース周辺で確認されたものの、あずまや周りの花壇に植栽されてい

ることから逸失と判断しました。 

キキョウについては、明らかな植栽（花壇や墓地など）は確認されなかったものの、ゴルフコー

スの植栽帯の石組み 1 か所での確認であっため、逸出と判断しました。 

P848 の記載について、下記のとおり修正し（修正箇所は赤字アンダーライン部分）、評価書に

記載します。 

 

 

このうち、コブシ、シラン、キキョウの 3 種については、ゴルフコース境界や花壇等に植栽個

体がある他、確認場所がゴルフコースの境界または植栽帯であることから、植栽されていた個体

の逸出と推測され、保全すべき重要な種とはいえないため、この 3 種を除く 24 種を予測対象とし

た。 
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４２．植物の重要な種の環境保全措置について【準備書 P848-860,P1033-1034】 

  

改変地域に生育している、マツバラン（3）、オオトゲリモ（200）、ササユリ（41）、エビ

ネ（25）、キンラン（27）、ウスキムヨウラン（6）、オケラ（4）、ノニガナ（1）（カッコ

内は個体数）の8 種は移植の方向で保全措置を図るとされています。本準備書では改変地域に

おける重要な種の保全措置として移植が選択されており、それらのほぼ全てに「移植による保

全には不確実性を伴うため、事後調査を行い、必要に応じて追加の環境保全措置を実施する」

とされています。不確実性のある措置を優先させて保全を図るという考え方は、環境アセスメ

ントの基本に照らし合わせていかがなものでしょうか。 

１～2種の数個体であれば移植もやむを得ないかもしれません。種により性質や条件は異な

りますが、本件では合計307もの個体が対象となっています。ミティゲーションには回避と代

償がありますが、回避が十分に検討された結果としての代償でなければなりません。この場合

の代償は単に当該種の移植ではなく、生育環境を含めた生態系としての代替地を確保するとい

うものでなければならないと思います。近年注目されている生物多様性オフセットも同様な考

え方と理解しています。 

また、移植に不確実性を伴う場合には事後調査を実施することになっていますが、具体的に

どのような事後調査や対応が行われるのかお示しいただけませんか。不確実性とは失敗する、

つまり枯死する可能性があるということですが、枯死した場合の責任は取りようがありませ

ん。事前に回避の方向を十分に検討した上で選択された移植なのでしょうか。 

 

準備書に示した改変区域は、地形形状の他、重要な植物の確認位置も踏まえて机上での検討を

行い、できる限り回避できるよう検討した結果ですが、工事計画上、どうしても回避が困難な個

体については移植による保全措置を行うこととしました。オオトゲリモについては、生育してい

る水路は改変しないため影響は少ないと考えていますが、補足的な保全措置として個体の一部を

移植することも予定しています。また、準備書で示した移植対象種のうちウスキムヨウランは移

植が難しいとされているため、改変の回避を計画中です。 

ご指摘の「生育環境を含め生態系としての代替地を確保する」考え方については、当該種の生

育適地である樹林地や林縁環境を確保するべく、残置森林等から移植先を選定する予定です。 

事後調査については、移植当年及び翌年の移植個体の生育状況の確認を予定していますが、現

在検討中です。今後、移植先の選定や移植計画を作成する段階で、専門家ヒアリングを行い検討

いたします。 

ご指摘のとおり、移植には不確実性を伴うため、移植による措置を出来る限り回避できるよう、

引き続き検討を行います。 
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４３．植物の重要種（ホンゴウソウ）の環境保全措置について【準備書 P850】 

  

残置森林に関しては、ホンゴウソウ保護のため、林床環境に変化が生じないように（周囲の

伐開等より照度の変化や乾燥化が生じ、周囲から他の植物が侵入してこないように）、注意が

必要です。 

 

【非公開】重要種保護の観点から、本回答は非公開とします。 

 

 



78 

 

 

４４．食物連鎖模式図について【準備書 P872】 

  

草本類から両生類に向かう線が昆虫類・底生動物の上を通っていますが、この部分は不要で

はないでしょうか。 

 

ご指摘のとおり、草本類から両生類に向かう線を削除します。修正した図を次ページに示し、

評価書に記載します。 
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４５．オオタカの営巣に係る環境要素と抽出した条件について【準備書 P897】 

  

3ha以上の連続した森林はどのように計算しているのでしょうか？森林ポリゴンの面積を計

算しているのでしょうか？ 

 

森林植生に該当する植生のポリゴン面積を計測し、3ha 以上であることを確認しています。 
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４６．生態系上位種（オオタカ）の予測方法について【準備書 P900】 

  

草地などの開けた環境には植生図のどの凡例が含まれるのでしょうか？オオタカの餌生物

にカモなども含めているようですが、水面が入っているのでしょうか？計算は林縁からの150m

バッファで切り取って計算しているのでしょうか？ 

 

開けた環境として、調査範囲(周囲 250m)においては、以下の植生図凡例を対象としています。 

・アカメガシワ-カラスザンショウ群落 

・ハリエンジュ群落 

・カナムグラ-クズ群落 

・ヒシ群落等 

・ツルヨシ群落 

・ヨシ群落等 

・ミゾソバ群落等 

・ススキ群落 

・チガヤ群落 

・畑雑草群落 

・水田雑草群落 

・放棄畑雑草群落 

・放棄水田雑草群落 

・果樹園 

・茶畑 

・路傍・空地雑草群落 

・ゴルフ場・芝地 

・樹園地・植栽帯 

・緑の多い住宅地 

・河川 

・水路 

・溜池 

 

調査範囲外においては、環境省植生図の以下の凡例を対象としています。 

・アカメガシワ-カラスザンショウ群落 

・ヤナギ低木林（VI） 

・クズ群落 

・ススキ群団（Ⅶ） 

・伐採跡地群落（Ⅶ） 

・牧草地 
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・路傍・空地雑草群落 

・果樹園 

・茶畑 

・畑雑草群落 

・水田雑草群落 

・放棄水田雑草群落 

・ゴルフ場・芝地 

・緑の多い住宅地 

・残存・植生樹群をもった公園墓地等 

・ヨシクラス 

・ツルヨシ群集 

・オギ群集 

・ヒルムシロクラス 

・開放水域 

 

なお、アカメガシワ-カラスザンショウ群落、ヤナギ低木林（VI）ハリエンジュ群落、緑の多い

住宅地、樹園地・植栽帯等の植生図凡例は、現地確認を行い、樹林扱い又は開けた環境かを判断

しています。 

開放水面（河川、池沼）はカルガモ等のカモ類が確認されているため、開けた環境に含めてい

ます。その上で林縁から 150ｍバッファを切り取って採餌環境として計算しています。 
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４７．ニホンノウサギの餌資源量について【準備書 P915】 

  

耕作地の面積当たりの餌資源量がかなり多いですが、調査地点が1地点しかなく、さらにイ

グサが繁茂している特殊な状況のようです。耕作地には様々な植生が含まれるため、サンプル

を増やして平均をとるともう少し低くなると思いますが、いかがでしょうか？ 

 

環境類型区分の耕作地等の地点ですが、営農中の水田では調査に制限が生じるため、放棄水田

雑草群落の 1 地点の調査実施となりました（PC09）。ご指摘の通り、水田域での餌資源量が多い

結果には違和感があります。このため、水田域は食害防止柵が整備されておりウサギによる食害

に遭いにくいことを考慮し、環境類型区分の耕作地を「耕作地等（水田雑草群落）」と「耕作地

等（その他）」に分け、今回の調査結果は後者のものとして再整理します。「耕作地（水田雑草

群落）」は農作業の状況により餌資源量の変化が大きいこと、上述の食害防止策が整備されてい

ることから、推定餌重量を 0 より大きい最低ランクの「0-2,000kg/ha」の区分に設定し色分けし

ます。修正した結果を次ページに示します。また、修正結果を評価書に掲載します。 
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図 12.1.6-23 事業実施後における

ニホンノウサギ餌資源分布 
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４８．ニホンノウサギの餌資源量の事例について【準備書 P914、915】 

  

類似施設での調査結果は、同質性を担保するため、どの地域のどの施設でどのような調査を

行なって得た数値かを明記する必要があると思います。 

 

ご指摘の通り、同事業者の東海地域の太陽光発電所（美並発電所・岐阜県郡上市）で現地調査

と同時期にパネル下で 2 地点、パネル周辺で 1 地点の計 3 地点で現地調査を行ったことを評価書

に明記します。 

なお、この既存施設は岐阜県の標高 400ｍ～600ｍ程度に位置していますが、パネル草地は造成

地や芝地から創出された草地で同じ東海地域であるため、対象事業実施区域の植物と大きな変化

はないと想定しています。 

また、既存施設の餌量も本事業と同様にゴルフ場跡地で、農薬等を使用せずに草刈により管理

されています。 
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４９．ニホンノウサギの餌資源量の変化について【準備書 P943】 

  

事業実施後の餌資源量の変化が、既往の別の箇所の事例にもとづいて予測されていますが、

餌の利用可能量という観点では、パネル下の餌植物の利用可能性は変化しないのでしょうか？ 

 

既存施設パネル下はパネルの角度により太陽光があたるため、草地が形成されていますが、常

時日照のあるパネル周辺と比べると餌量（草本植物）は少なくなります。その上で、パネル下と

パネル周辺を区分した供用時の餌量解析では、供用時の餌量が工事前より増加する結果が得られ

ています。 
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５０．生態系（典型性：ニホンノウサギ）の事後調査について【準備書 P950】 

  

生態系に関して、事後調査は行なわないと思いますが、ノウサギの生息状況・餌植物が維持

されるのかなどについて、自主的な調査が行なわれることを期待します。 

 

同事業者の東海地域の太陽光発電所（美並発電所・岐阜県郡上市）においても、ノウサギの利

用、生息が確認されています※。パネル下、パネル間は低茎草地が維持管理されるため、ノウサ

ギの生息等が維持されると考えております。 

※調査結果は同事業者 HP の「ソーラーファームの動植物園 」で公表中。 

https://www.pacificoenergy.jp/biotope/ 
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５１．植生断面図について【準備書 資34-37】 

  

170カ所の植生調査票があるのに森林植生14カ所しか示されていないのはなぜですか。頁が

かさむかもしれませんが全て示した方が良いと思います。群落組成表の内容の確認には植生調

査票が必要です。 

植生断面図も各群落1例を示してください。あるいは、示さない理由を注釈で述べてくださ

い。 

 

植生調査票及び植生断面図は代表的な群落のみ示しました。ご意見を踏まえ、評価書において

は、全ての植生調査票を示します。また、群落断面図も各群落１例示します。追加する植生断面

図を別添２に示します。
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５２．組成表の表操作について【準備書 資39】 

  

①多くの植生調査票の設定とそれらによる群落組成表も適切に処理されていて高く評価され

ると思います。ただ、気が付いたところもありますので、以下ご検討いただければと思いま

す。 

②各群落の区分種の表題には群落名がありますが、アラカシ群落だけ優占種と記され群落名が

ないのも却って分かりにくくなっています。「優占種」として表記した理由は理解できます

が、この場合はアラカシ群落に対してツブラジイ群落、タブノキ群落も明確な区分種を持っ

ているので、アラカシの優占をもって区分種として良いのではありませんか。 

※草地植生(1)のカナムグラ、ススキも同様の扱いで良いと思います。クズ群落はカナムグ

ラが区分種にあげられているので、カナムグラ－クズ群落とした方が良いと思います。 

 

ご指摘を踏まえ、アラカシをアラカシ群落の区分種、クズ、カナムグラ、カラスウリをカナム

グラ－クズ群落の区分種、ススキをススキ群落の区分種として整理しました。カナムグラ－クズ

群落の名称については、評価書において本文及び図表も修正します。修正した組成表は別添３に

示すとおりであり、これらの組成表を評価書に記載します。 
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５３．コナラ群落とアカマツ群落の組成表について【準備書 資40】 

  

コナラ群落とアカマツ群落が優占種のみで区分されていますが、コナラ群落にはヤブコウ

ジ、シロダモ、クロガネモチ、タブノキ、ヤマツツジ、ヤマザクラ、ムラサキシキブ、イヌツ

ゲ、フジ、フユイチゴ、ヘクソカズラが、アカマツ群落にはアオオニタビラコ、セイタカアワ

ダチソウが明確な区分種としてあげられますので、これらを区分種として組成表を修正してい

ただければと思います。優占種での区分（相観）ではなく種組成的な群落区分がなされている

ことを示してください。 

 

ご指摘のとおり、コナラ群落とアカマツ植林の区分種を整理しました。修正した組成表は、別

添３に示すとおりです。 




